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I. 経営戦略の改定について 

(１) 改定の趣旨 

近年、人口減少とそれに伴う社会経済の衰退への対応が重視される一方、上下水道

施設の老朽化による事故や自然災害の激甚化・頻発化に伴う復旧の長期化など、上下

水道事業を取り巻く環境は一層の厳しさを増しています。 

このような状況においては、中長期的な視点に基づいた経営方針が不可欠であり、本

市でも伊佐市農業集落排水事業経営戦略を令和 3 年 3 月に策定し、安定したサービ

スの提供に取り組んできました。 

しかし、策定から既に 5 年が経過し、その間の情勢の変化に対応するための見直しを

行うことが必要となっています。総務省の通知でも 5 年に 1 回程度の見直しを行うこと

とされており、令和 4年 1月 25日付『「経営戦略」の改定推進について』では、令和 7

年度までに経営戦略の見直しを行うことが要請されています。 

以上のような情勢に鑑み、本市では一層の財政健全化と将来の安定的経営を目的と

して経営戦略の改定を行います。 

 

(２) 経営戦略の対象期間 

経営戦略の「計画期間」は、総務省の経営戦略策定ガイドラインでは、「10 年以上

の合理的な期間を設定する必要がある」とされていることから、令和 8（2026）年度か

ら令和 17（2035）年度までの 10 年間を計画期間とします。 

ただし、より長期での将来の動向を把握するため、投資・財政計画については 30 年

分（令和 37（2055）年度まで）の試算を行います。 

 

(３) 経営戦略の位置付け 

本計画は、伊佐市農業集落排水事業の中長期的な事業運営の方針を示すものです。

市の最上位計画である「第 2 次伊佐市総合振興計画」をはじめ、その他先行する関連

計画との整合性を図りつつ策定しています。 
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基 本 目 標 
 

1 笑顔で創る明るいまち【共生協働、人権】 

2 安心して子育てができるまち【子育て】 

3 郷土を愛し、豊かな心を育むまち【教育、文化、スポーツ】 

4 ともに支え合い、いきいきと暮らせるまち【健康、福祉】 

5 活力ある産業と賑わいのあるまち【産業経済】 

6 安全、安心な住みよいまち【社会基盤、生活環境】 

 

第２次伊佐市総合振興計画 

 

笑顔あふれ 一人ひとりが 幸せ感じるまち 

まちづくりの将来像 

 

【現状と課題】  水質汚濁の原因の大半を占めると言われている生活雑排水の未処

理世帯を減らしていくために、合併処理浄化槽への転換の推進、農業集落排水施設の

計画的な改修、長寿命化や、衛生センターの適切な管理を進めていく必要があります。 

【施策の主な取組】 排水処理施設等の適正な維持管理等に努めます。 

自然環境の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 経営戦略の位置付けイメージ図 

農業集落排水事業 

各種計画 
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II. 現状の把握と課題の整理 

(１) 農業集落排水事業の沿革 

伊佐市農業集落排水事業は、農業生産の増大と生活環境の向上を目的として、合併

前の旧大口市・旧菱刈町の時代に整備されました。 

平成元年度に旧菱刈町の菱刈中央地区（前目宇都、前目中、前目下、前目麓、麓後、

新町、停車場、本町）が供用開始され、平成 12 年度には菱刈北部地区（花北上、花北

下、重留東、重留西、重留南、田中上、田中中、田中下、産野、薬師、下市山の一部）の供

用が開始されています。 

その後、平成 16年度には旧大口市の平出水地区（平出水中央の一部、向江、渕辺）

が供用を開始し、平成 20年 11月 1日に旧大口市と旧菱刈町が合併した後は伊佐市

が管理を行っています。 

令和 5年 4月 1日には、経営の健全性を確保するとともに、経営基盤の強化及び適

切な資産管理を図るため、地方公営企業法の全部を適用しています。 

 

(２) 農業集落排水事業の概要 

令和 6年度決算に基づく、事業の概要は以下の通りです。 

項目 単位 実績値 

行政区域内人口 人 22,439 

現在処理区域内人口 人 2,836 

現在水洗便所設置人口 人 2,183 

普及率 ％ 12.6 

水洗化率 ％ 76.7 

処理区域内人口密度 人／ha 10.0 

下水管布設延長 Km 57 

終末処理場数 箇所 3 

計画処理能力 ㎥／日 1,678 

現在晴天時平均処理水量 ㎥／日 738 

年間総処理水量 ㎥ 281,206 

年間有収水量 ㎥ 281,206 
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第 2図 農業集落排水事業の位置図 

(３) 施設の概要 

各汚水処理施設の概要及び能力は以下の通りです。 

項目 単位 平出水 菱刈中央 菱刈北部 

供用開始年月日 

（開始後年数） 
 

H16/10 

（22年） 

H1/7月 

（37年） 

H12/7 

（26年） 

管路延長 ｍ 11,204 10,498 34,312 

中継ポンプ 基 7 1 12 

処理場数 箇所 1 1 1 

処理方式  

JARUⅩⅣ96型 

（連続流入間欠

ばっ気方式） 

JARUS-Ⅲ96型 

（流量調整槽前

置型嫌気ろ床槽

併用接触ばっ気

方式） 

JARUSⅪ96型 

（回分式活性汚

泥方式） 

処理計画人口 人 490 1,800 3,120 

計画汚水量 ㎥／日 161.7 486.0 1,030.0 
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平出水地区処理施設 

菱刈中央地区処理施設 

菱刈北部地区処理施設 
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(４) 使用料の概要 

伊佐市農業集落排水事業の使用料体系は、世帯人数に応じて料金を算定する人数

制を採用しています。現行の使用料が施行されたのは平成 12 年であり、その後は消費

税率改正に伴う改定以外の改定は行われていません。 

使用料の算定は以下のとおりです。 

 

使用料金表（１ヵ月あたり）※一般家庭（税抜き） 

世帯人数 基本料金 人数割 合計 

1人 1,500円 500円 2,000円 

2人 1,500円 1,000円 2,500円 

3人 1,500円 1,500円 3,000円 

以降は人数に応じて 

 

使用料金表（１ヵ月あたり）※業務施設、公民館等（税抜き） 

使用区分 基本料金 業務料金 

業務施設Ａ ― 30,000円 

業務施設Ｂ ― 15,000円 

業務施設Ｃ ― 5,000円 

その他の施設 2,500円 ― 

※業務施設Ａ：使用人数 50人～又は排水量が 250㎥/月以上。 

業務施設Ｂ：使用人数 30～５０人未満又は排水量が 100㎥～250㎥/月未満。 

業務施設Ｃ：使用人数 30人未満又は排水量が 100㎥/月未満。 

※使用人数とは、固定職員及びその施設を 4時間以上使用する人数。 

※その他施設：業務施設以外の施設で公民館及び公衆トイレ等。 

 

また、実質的な使用料（料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗

じたもの（一般家庭用のみでなく業務施設等を含む））は次のとおりです。 

※下水道使用料÷有収水量＝使用料単価 使用料単価×20㎥ 

実質的な使用料 

（20㎥あたり） 

令和 4年度（法適用前） 3,094円 

令和 5年度 2,827円 

令和 6年度 2,757円 
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(５) 組織の概要 

伊佐市農業集落排水事業は、都市整備課下水道係で運営しています。職員数は 2名

で、いずれも損益勘定所属職員となっています。 

 

都市整備課事務分掌表 

都市計画係 都市計画に関する総合的な企画及び調整に関することなど。 

建築係 
市有建築物の新築・改築工事、建築確認、一般建築に関する指導・監督

に関することなど。 

住宅係 
市営住宅維持管理及び使用料の収納、がけ地住宅移転及び住宅新築

資金等の償還に関することなど。 

下水道係 農業集落排水の維持管理、使用料の収納に関することなど。 

 

(６) 民間活力の活用等 

① 民間委託 

農業集落排水事業においては、以下の業務を民間業者へ委託しております。いずれの

業務も単年度契約の仕様発注であり、性能発注を行っているものはありません。 

施設保守点検水質管理業務については、業務の一部を受託業者に委任しており、包

括的民間委託に該当します。 

 施設保守点検水質管理業務 

 計装設備保守点検業務 

 自家用電気工作物保守点検 

 中継ポンプ場電気設備保守点検 

 

② 指定管理者制度 

指定管理者制度は導入していません。 

 

③ PPP・PFI 

これまで、PPP・PFIの導入に向けた検討は行っていません。 
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(７) 広域化・共同化に関する取り組み 

施設の広域化・共同化を促進するための『鹿児島県生活排水処理広域化・共同化計

画』が令和 5年 3月に策定されており、この中で伊佐市は「姶良・伊佐ブロック」に区分

されています。姶良・伊佐ブロックについては、ハードメニューの対象となっておらず、ソフ

トメニューにおいて「維持管理業務の共同化」、「事務の共同化」、「人材育成・広報活

動の共同化」「災害時対応の共同化」といった方針が示されていますが、現時点では伊

佐市を含む霧島市・姶良市・湧水町をまたいでの取り組みは行われていません。 

ただし、災害時の相互応援協定（「農業集落排水施設災害対策応援に関する協定」）

に加入しているため、災害時の対応にあたっては広く協力が得られることが担保されて

います。 

 

(８) 経営分析 

経営比較分析表に用いられる経営指標を用いた経営分析は以下の通りとなります。

なお、ここで用いる指標については、令和 6年度決算状況調査の結果に基づき算定した

ものです。また、鹿児島県内の市が管理する農業集落排水事業との比較を行っています。 

 

① 経常収支比率

 

経常収支比率は、経常収益（営業収益＋営業外収益）で、経常費用（営業費用＋営

業外費用）をどの程度賄えているかを表す指標です。100％を基準とし、100％を超え

れば黒字が、100％未満ならば赤字が生じていることを示します。 
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伊佐市の指標は 105.5%であり、100%を超えているため、一見問題ないように見え

ますが、収益の大部分を一般会計繰入金に依存している状況であり、かつ使用料収入

について増加が見込めないことを課題として認識しています。 

県内では日置市が突出して高く、出水市のみ 100%を下回っていますが、基本的には

どの団体も100%前後の数値で横並びであり、伊佐市の数値も平均的と言えます。様々

な要因はあるにせよ、いずれの団体も大幅な黒字は計上できない状況が伺えます。 

 

② 累積欠損金比率 

 

 

累積欠損金比率は営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前

年度からの繰越利益剰余金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した

損失のこと）の状況を表す指標です。 

この指標は累積欠損金が生じていないことを示す０％であることが求められ、累積欠

損金が生じている場合は、その解消に向けた取り組みを早急に検討する必要があります。 

伊佐市の指標は０％であり、引き続き赤字を生じないように留意して経営に取り組ん

でまいります。 
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③ 流動比率 

 

流動比率は流動負債に対する流動資産の比率を表したものであり、短期的な債務に

対する支払能力を表します。 

この指標は 100％を基準として、数値が高いほど短期的な支払いに対する資金的余

裕が高いことを示し、逆に 100％を下回ると資金不足のリスクが高くなります。 

伊佐市の指標は62.1%であり、100%を下回っているため、短期の資金繰りに対して

不安が考えられます。これについては、適切な時期に一般会計からの繰り入れを行うこと

によって対応していく考えです。一方で、令和 5 年度（45.15％）から令和 6 年度で改

善傾向が見られており、今後も引き続き指標の改善に取り組み、将来 100%を超えるこ

とを目指します。 

県内の傾向は 2 極化しており、日置市、南さつま市、鹿屋市、南九州市などは高い数

値を示す一方、薩摩川内市を除くほかの市では 100%に届いていません。 

伊佐市と志布志市については、法適用開始年度が遅かったため、内部留保資金が十

分に醸成されていないことが考えられます。ただし、同じタイミングで法適用を開始した

南さつま市は高い数値を示すため、その要因を見極める必要があります。 
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④ 企業債残高対事業規模比率 

 

 

企業債残高対事業規模比率は使用料収入に対する企業債残高の割合であり、主た

る収益である使用料収入に対する企業債残高の規模を表す指標です。この指標に明確

な基準はありませんが、他団体と比較して分析を行うことが求められます。 

県内では伊佐市と志布志市のみ指標が計上されており、他の自治体は「ゼロ」となっ

ています。これは建設改良に充当した企業債の償還金について、その全てを一般会計繰

入金で賄うようにしているためと思われます。そのため、ここに挙がっている県内の他団

体とでは、比較分析はできないことになります。 

令和 5年度の全国平均が 785.1％であったため、伊佐市は企業債への依存度が比

較的高い傾向にあると言えます。ただし、昨年度の指標 1,169,6％から減少しており、今

後も企業債残高が減ることに伴い、年々減少していくことが見込まれています。 
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⑤ 経費回収率 

 

 

経費回収率は、汚水処理に係るコストが、どの程度使用料収入金で賄えているかを

表した指標であり、使用料水準等を評価することができます。 

この指標は 100％を基準として、100％を超えると使用料でコストの全てを賄うことが

できている状態を示し、逆に 100％を下回るとコストに対して十分な使用料収入が得ら

れていないことを示します。100%を下回る場合は別の財源（繰入金など）によって財源

措置をしていることが考えられます。 

伊佐市の指標は 85.8%であり、コストに対して必要な使用料収入が得られていませ

ん。令和 5年度（91.4％）から令和 6年度で指標が悪化しており、これは「使用料の減

少」と「経費の増加」の両方が影響していることが考えられ、特に経費の増加の影響が

大きくなっています。 

今後、一層の汚水処理経費の削減に努めることを目指しますが、物価上昇が社会的

な課題となる昨今では経営努力によってコストを吸収するのにも限度があります。費用の

抑制ができない以上、収入を増加させるための方策を検討することが必要であり、使用

料改定への取り組みを視野に入れていく必要が考えられます。 

県内で 100%を超えているのは南さつま市、日置市の 2 つだけで、全体的に使用料

収入が足りていない傾向が伺えます。その中にあって伊佐市は比較的高い水準を示して

おり、100%未満の自治体のなかでは収益化へ向けた取り組みの難易度が比較的低い

と言えます。 
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⑥ 汚水処理原価 

 

 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水を処理するのに、どれだけのコストがか

かっているかを表す指標です。ここで言うコストはランニングコストだけでなく、初期の設

備投資に係る初期費用も反映されます。 

そのため、施設の立地などの地理的条件の違いが如実に表れることとなり、単純な他

団体との比較はできません。ただし、汚水処理原価が高くなるほど、それに応じて使用料

設定も高くすることが必要になるため、原価が低い方が経営上の難易度は低くなると言

えます。 

伊佐市の汚水処理原価は 160.6円で、県内では南さつま市、姶良市、南九州市に次

いで汚水処理原価が低く、比較的低コストで汚水処理が行えることが分かります。ただ

し、令和 5年度（154.8円）から令和 6年度で汚水処理に要するコストが増加したこと

も留意しておく必要があります。 

今後も原価を抑制していくため、経費削減に努めることが重要です。しかし、⑤経費回

収率の項目でも述べた通り、経費削減の努力にも限度があります。経費削減と両建てで

収入を増やすための取り組みを行うことが、今後重要になってくると考えられます。 
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⑦ 施設利用率 

 

 

施設利用率は、一日の汚水処理能力に対する一日の平均処理水量（晴天時）の割合

であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標となります。この指標は基本的には

100％を上限とし、高いほど施設の利用率が高く、効率的に利用されていると言えます。 

ただし、一日の処理水量には年間で偏りがあり、また、災害等の突発的な要因で一時

的に増加することもあるため、常に 100％ギリギリに近い状態よりも、ある程度余力を残

した状態の方が望ましいと言えます。 

しかしながら、伊佐市の施設利用率は 44.0%であり、明らかにオーバースペックとな

っている状況と思われます。県内でも、姶良市が比較的高い数値を示すほかは、50%に

満たない団体が多数を占めています。今後も一日平均処理水量の増加は見込めないこ

とから、ダウンサイジングによって施設規模の適正化を行い、企業債への依存度や資本

費の抑制につなげていくことが重要になります。 
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⑧ 水洗化率 

 

 

水洗化率は処理区域内人口における水洗便所設置済人口の割合を示す指標です。

この指標は 100％を上限とし、水質保全や使用料収入増加の観点から 100%となって

いることが望ましいとされています。指標が 100%未満である場合、汚水処理が適切に

行われていないことが懸念されるほか、当初の計画通りの収益が見込めず経営の不安

定化につながるおそれがあります。 

伊佐市の水洗化率は 77.0%であり、充分な水洗化が行われているとは言い難い状

況です。県内でも多少のばらつきはあるものの、8 割を超えていないのは伊佐市と志布

志市だけとなっています。 

今後、新規接続者を増やし、汲取式や単独浄化槽からの転換を促すため一層の取り

組みが必要です。一方、一部では個人設置型の浄化槽によって水洗化がされているた

め、このような世帯に対してどのように働きかけを行っていくのかが課題となります。 
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⑨ 有形固定資産減価償却率 

 

 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却資産の減価償却がどの程度

進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を表します。この指標は 100％を上限と

し、数値が高いほど老朽化が進んでいることを示します。 

伊佐市の指標は 9.3%であり、県内の他団体と比べて低い水準にありますが、これは

法適用の際、法適用以前の減価償却の進捗を考慮せずに、減価償却累計額がゼロか

らスタートすることが影響しています。伊佐市と同じタイミングで法適用した志布志市も

同様の理由で低い水準にあると考えられます。 

このような理由から減価償却の進捗率だけでは、施設の老朽化度合いを正しく把握

するのは難しいと言えます。老朽化の進み具合については、別途設備台帳システム等を

駆使し、個別に管理していく必要があります。 
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⑩ 管渠老朽化率 

 

 

管渠老朽化率は、下水道管渠の法定耐用年数である 50 年を超えた管路延長の割

合を表す指標で、下水道管渠の老朽化度合を表します。老朽化の進んだ下水道管渠は

破損の可能性が高くなり、道路陥没やそれに伴う重大な事故につながることが危惧され

ます。 

伊佐市の指標は 0%であり、事業そのものが供用開始から 50 年経過していないた

め、指標に表れていません。県内他団体も同じ状況となっています。 

ただし、老朽化は今後も進行していくため、計画的に更新を行えるよう備えておくこと

が重要です。併せて、下水道管渠の状況を把握するための定期的な点検や、維持管理

についても、今後一層重視されることが想定されます。 
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⑪ 管渠改善率 

 

 

管渠改善率は、当該年度に改善された下水道管渠の延長割合を表す指標で、下水

道管渠の更新ペースや状況を把握するための指標です。例えば指標が１．０％の場合は、

全ての下水道管渠を更新するために 100 年かかることになります。下水道管渠の法定

耐用年数が 50年であるため、2.0%が指標における一つの基準となります。 

伊佐市の指標は0%であり、法定耐用年数を経過していないため、更新が行われてい

ません。県内他団体も同じ状況となっています。 

今後、更新が必要となる時代に向けて、年度ごとに極端な偏りが生まれないよう下水

道管渠の更新計画を準備しておくことが望ましいと考えられます。 

 

(９) 課題の整理 

伊佐市農業集落排水事業が抱える課題をまとめると、以下通りとなります。 

① 使用料収入の不足 

現在、コストに対する十分な使用料収入が得られておらず、経営が成り立っていない

状況です。不足する分は一般会計からの繰り入れによって補っていますが、将来的には

人口及び水需要の減少に伴い使用料収入も減少していくことが見込まれており、このま

までは事業は先細りの一途を辿ることとなります。 

水洗化率の向上に取り組むことによって多少の改善は見られるとは思いますが、その

効果は限定的であり、抜本的な使用料水準を見直すことで収益性を確保していくことが

求められます。 
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② 施設の更新 

もっとも早くに事業が開始した菱刈中央地区でも供用開始から 37 年であり、施設の

老朽化に伴う更新は迎えておりません。しかし、施設の更新は一朝一夕に実施できるも

のではないため、資金や職員の労力等必要となるリソースに極端な偏りが生じないよう、

平準化された計画の策定が急務と言えます。 

また、現在の施設が既にオーバースペック気味であることが施設利用率の低さから伺

えます。今後、ますます人口及び水需要が減少すると見込まれることから、ダウンサイジン

グによる施設規模の適正化だけでなく、事業の抜本的見直しを視野に入れた検討が必

要となります。 

 

③ 体制と職員の配置 

現在、農業集落排水事業は 2 名体制で運営されています。市全体の職員計画からこ

れ以上の配置は難しいと思われるため、現行の体制を維持していくことを目指しますが、

山積する課題に対応するためには、絶対的にマンパワーが足りない状況です。 

また、このような状況では、事業や施設の運営に関するノウハウが職員個人に集約す

ることになり、担当職員に問題が発生した際に上手く引継ぎが行えず、事業が停滞する

ことが懸念されます。 
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III. 将来の事業環境 

(１) 人口の推移 

我が国の人口減少は深刻な社会問題として認識されており、特に地方ではその減少

幅の大きさから、どの自治体にとっても重大な課題となっています。国立社会保障・人口

問題研究所（以下「社人研」という。）の推計（令和 5年 12月 22日公表資料）によれ

ば、伊佐市でも他の多くの自治体と同様に人口減少が進むことが予測されています。 

以下のグラフは令和 6 年度までを行政区域内人口の実績値を、令和 7 年度以降を

社人研の推計を用いた伊佐市の人口推移を示したものです。令和 32 年度以降につい

ては、社人研推計の減少率を参考に作成しています。 

（単位：人） 

 

第３図 伊佐市の将来推計人口 

 

(２) 有収水量の推移 

伊佐市全体の人口減少に比例して処理区域内人口及び水洗便所設置済人口が減

少し、さらに有収水量も比例して減少すると想定した場合の推移が、以下のグラフになり

ます。 
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（単位：㎥） 

 

第 4図 有収水量の推計 

 

(３) 使用料収入の推移 

人口及び有収水量の減少に比例して減少したと想定した場合の使用料収入の推移

は以下のグラフになります。 

（単位：千円） 

 
第 5図 使用料収入推計 
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(４) 施設の見通し 

将来の施設の更新については、平成26年度に策定された最適整備構想及び令和 6

年度に策定された平出水地区の機能強化更新計画に基づき実施することを想定します。 

ただし、平出水地区の機能強化更新計画は令和 8 年度から令和 12 年度までの短

期集中的な取り組みであり、直近に行うことを想定しているため、この期間は平出水地

区の機能強化更新計画を優先して行うこととし、最適整備構想のなかで計画されている

内容については、令和 13年度以降に順延するように調整を行います。また、最適整備構

想の中で計画されていたもののうち、平出水地区の機能強化更新によって必要がなくな

ったものは削除しています。 

これらの更新財源については、50％を県からの補助金、残り 50％に企業債を充当す

ることを想定します。ただし企業債の借入額は 10 万円単位で調整し、不足分には自己

財源を補てんすることとします。 
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農業集落排水施設更新計画 

     （単位：千円） 

 

  

年度 地区

R7

R8 平出水 中継P施設 18,904

R9 平出水 浄化槽設置 93,304

R10 平出水 浄化槽附帯・中継P施設 55,804

R11 平出水 MH更新 15,800 中継P施設 19,604

R12 平出水 中継P施設 34,604

R13 菱刈中央 MH更新 128,528 中継ポンプ更新 332 攪拌・汚水P更新 5,902

R14 菱刈北部 MH更新 130,846 前処理機器更新 9,660

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21 菱刈北部 MH更新 235,656 中継ポンプ更新 6,838 処理場ポンプ、脱水機更新 54,388

R22

R23

R24

R25 菱刈中央 防食被覆更新 78,664 処理場ポンプ更新 16,497

R26

R27

R28

R29 菱刈北部 防食被覆更新 55,832 処理場ポンプ、脱水機更新 34,114

R30 平出水 中継ポンプ更新 10,764

R31

R32

R33

R34

R35

R36

2052 菱刈中央 中継ポンプ更新 332 処理場ポンプ更新 2,214

2052 菱刈北部 中継ポンプ更新 6,838 処理場ポンプ、脱水機更新 21,204

R37

平出水地区機能強化（元の資料から消費税相当額を控除）

機械・電気設備鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物中継ポンプ施設管路施設
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(５) 組織の見通し 

現在、農業集落排水事業に所属する職員数は 2 名であり、今後も事業の運営を持続

していくためには、最低でも現在の職員数を維持することが必要であると想定します。た

だし、施設の更新が予定されていることから、令和 9 年度以降は内訳を組み替え、損益

勘定所属職員と資本勘定所属職員をそれぞれ 1名ずつ配置することとします。 

 

(６) 経費の見通し 

将来的には物価上昇に伴い、各種の経費が増加していくと想定されます。物価の上昇

については、日本銀行の「物価安定の目標（インフレターゲット）」を参考に毎年度 2％ず

つ上昇するものと想定し、令和 6年度の実績額をベースとして算定します。 

ただし、職員給与費に関しては、異動による増減が想定されるため、令和２年度から令

和６年度までの平均額で将来も推移すると想定します。 

また、施設の更新に係る経費は、前項「（4）施設の見通し」で記載した通りですが、更

新後の減価償却費については、耐用年数を「管路施設：50 年」「中継ポンプ施設：20

年」「鉄筋コンクリート構築物：50年」「機械・電気設備：20年」とそれぞれ設定し、償却

計算を行います。長期前受金戻入も同じ考え方によって計算を行います。 

企業債の元利償還金については、既存の企業債の償還額に加え、5 年据置 30 年償

還での元利均等型を想定しています。利率については、財政融資資金貸付金利（令和 8

年 1月 1日以降適用）を参考に、3.0%としています。 

 

経費の種別 将来推計の考え方 

職員人件費 令和 2年度から令和 6年度の平均額を将来へ展開する。 

企業債償還金 

企業債利子 

既存の元利償還計画に新規借入分（元利均等、5年据置 30年

償還、利率 3.0%）を加算して推計する。 

施設更新経費 
平出水地区機能強化更新計画及び最適整備構想を基に想定す

る。 

減価償却費 

既存の固定資産の予測償却計算に新規取得分（耐用年数「管

路施設：50年」「中継ポンプ施設：20年」「鉄筋コンクリート構築

物：50年」「機械・電気設備：20年」）を加算して推計する。 

その他の経費 
令和 6 年度実績額に毎年度２％の物価上昇率を乗じて算定す

る。 
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(７) 将来の推計 

① 収益的収支 
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② 資本的収支 
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IV. 経営の基本方針 

(１) 経営の基本方針 

農業用水の水質保全及び生活環境の整備を行い、農業生産の増大と生活環境の向

上を図ることで、第２次伊佐市総合振興計画の将来像である『笑顔あふれ 一人ひとり

が 幸せ感じるまち』を目標に、『安全、安心な住みよいまち』を実現することを経営の基

本方針とします。 

今後、人口減少の影響もあり、接続者数の増加による使用料収入の大幅な増加は見

込めないと考えられます。一方で、施設の老朽化の進行により、修繕費用の増加や施設

の改築・更新投資を行うための財源の確保が必要になることが予測されます。 

地方公営企業の目的である『公共の福祉の増進』を『経済性を発揮』しながら進め

るために、事業運営コストの低減に努めるだけでなく、適正な収益を確保するために使

用料改定の取り組みを進めてまいります。 

また、施設の長寿命化対策による延命化及び将来の需要を見越した施設の適正化を

検討するほか、突発的な事故を回避するための計画的な維持管理に努め、ライフサイク

ルコストの低減を目指します。 

 

 
 

第 6図 経営の基本方針 

課題の把握

使用料の減少、施設の老朽化 組織体制

経営改善

コスト削減、計画的な維持管理

経営改革

使用料改定、長寿命化対策

経営の基本方針

安全、安心な住みよいまち

最上位目標

笑顔あふれ 一人ひとりが 幸せ感じるまち
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(２) 具体的な取り組み 

① 収入の増加に向けた取り組み 

1.適正な使用料水準の検討 

公営企業会計は、独立採算を基本的な原則としており、そのためには適正な水準の料

金・使用料を利用者に負担していただくことになります。 

適正な使用料の水準を端的に表すのが経費回収率です。12 ページの記載の通り、

令和 6年度の経費回収率は 85.8%であり、ごく単純に考えれば使用料収入が 100／

85.8 ≒1.16 倍増加すれば経費回収率が 100%を超え、事業が収益化することが見

込めます。 

ただし、これはあくまで令和 6 年度の決算時点での見込みであり、将来的に永続する

水準ではありません。今後も物価の値上がりが続くのであれば、それを視野に入れた使

用料水準を設定するとともに、定期的に見直しを行い、経費回収率の改善を目指してい

くことが必要となります。 

また、水道料金の設定においては、安定した事業運営のために適切な事業報酬を見

込むべきという考え方が示されています。下水道においては水道ほど明確に事業報酬の

考え方が示されておらず、適正な水準についても十分な検討が必要ですが、事業の持

続可能性を検討する上で、重要な参考となる考え方だと思われます。 

 

2.使用料改定 

現在、使用料改定に向けた検討は行っていませんが、改定にあたって適正な水準を分

析するだけではなく、内部検討、協議、広報周知、条例改正の準備等が必要となるため、

改定まである程度の時間を要します。 

今後、使用料改定に取り組むこととし、令和 12 年度から新使用料体系へと移行する

ことを目標に検討を進めます。具体的な改定率等は未定ですが、投資・財政計画の試算

においては、必要となる使用料収入が得られるものとして想定します。 

 

3.水洗化率の向上と収納の適正化 

「Ⅱ（７）経営分析」で見た通り、伊佐市の水洗化率は低く、処理区域内で下水道に

接続されていない世帯が存在しています。現在でも広報での通知等を行っているところ

ですが、今後も引き続き取り組みを継続し、下水道への接続を推進してまいります。 

また、収益が増加しても債権がきちんと回収されなければ、事業は立ち行かなくなって

しまいます。現在月 1 回の滞納整理を行い、督促状の発送や個別訪問等の対応を行っ

ています。今後も取り組みを継続し、収納率の向上に努めます。 
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② 支出の減少に向けた取り組み 

1.施設の長寿命化 

施設の更新には多大な経費が必要となり、更新後は投下資本を回収するため減価償

却費が増大することから、長期にわたって経営を圧迫することとなります。そのため、可能

な限り更新のペースを遅らせることが、経費削減のための有効な手段となります。 

一方で施設の更新の遅れによって安定した汚水処理に支障をきたすリスクが高まりま

す。施設を安定して稼働させていくためには、適切な維持管理への取り組みが重要とな

ってきます。令和 7年度中には維持管理計画を策定する予定であり、施設の長寿命化と

ともにライフサイクルコストの低減を目指します。 

 

2.企業債借入額の抑制 

施設の更新に要する経費に充当するため、今後企業債の発行額が増えることが予想

されます。我が国は長らく低金利の時代が続いていましたが、近年では金利に上昇傾向

が見られるようになってきました。 

金利の上昇は後年の利子負担の増へと繋がり、人口減少が進むと一人当たりの負担

割合は加速度的に増えていくことになります。そのため、内部留保資金を活用して企業債

借入額の抑制に努め、後年度の利子負担の縮減を図ります。 

 

③ その他の取り組み 

1.人材育成と業務のアウトソーシング 

下水道サービスの持続的・安定的提供のためには、下水道施設の運転や管理といっ

た専門的知識に加え、公営企業としての経営意識も求められるため、必要となる知識・

技術は多岐にわたります。 

そのため研修会等への参加によって職員の資質向上に努めるとともに、県内の連絡

協議会等を通じて、県内・近隣自治体との知識の共有を行い、技術の継承を図ります。 

一方、絶対的な人員不足に対しては職員の増員は見込めないため、業務の外部委託

の推進を検討していきます。特にWPPPの対象とされる施設の運転・維持管理などにつ

いては、積極的に検討を進めます。 

 

2.危機管理体制の強化 

災害が発生した場合に速やかに下水道施設の機能を回復できるよう、「伊佐市業務

継続計画」が既に策定されています。今後は当該計画を着実に実行できるよう、近隣自

治体との協力体制の構築も視野に入れながら、災害に強い組織づくりに取り組みます。 
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V. 投資・財政計画 

（１） 投資・財政計画 

別紙の通り。 

 

（２） 投資・財政計画の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目標 既存計画に基づく確実な施設の更新 

内容 

平出水地区機能強化更新 

最適整備構想に基づく更新 

投資については、先述の通り、「２３ページ 農業集落排水施設更新計

画」に基づき更新を行うことを想定します。 

 

小規模工事等 

更新計画とは別に小規模の修繕工事等に対応するため、毎年度

3,000千円を計上します（特定財源なし。自己財源で対応）。 

 

② 収支計画のうち財源についての説明 

目標 使用料の改定による経費回収率の向上 

内容 

下水道使用料 

令和 12年度以降に改定使用料を反映しています。 

改定後の使用料は、有収水量 1 ㎥あたり 150 円以上を前提として維

持管理費の全額を賄いつつ、ある程度の資本費への充当が見込める水

準で設定しています。 

 

一般会計繰入金 

【基準内繰入金】 

現在、繰入を行っているものについては、引き続き適切に繰入れを行い

ます。具体的な見通しは以下の通りです。 

 緊急下水道整備特定事業：臨時措置分に該当する企業債の償還が
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終了する令和 11年度まで。 

 分流式下水道等に要する経費：使用料が改定される令和 13年度以

降は使用料単価 150円／㎥の制限を解除。 

 児童手当：令和 6年度実績額と同額を展開。 

 地方公営企業法の適用に要する経費：法適用債の償還が終了する

令和 12年度まで。 

 

【基準外繰入金】 

市一般会計との取り決めにより、以下の通り繰入を行います。 

 職員人件費の 50％分（ただし、令和 9 年度以降は資本勘定職員分

の繰り入れは行わない） 

 企業債償還金のうち、他に特定の繰入金の対象となっていないもの

の 60%分 

 

企業債 

【下水道事業債】 

更新計画に挙がっている更新の財源として、内部留保資金等を活用す

ることで企業債の借入を行わないこととします。 

 

 

【経費回収率の見込】 

25 ページの将来推計に基づいた経費回収率と将来の改善取り組みを反映した経費回

収率は以下のように推移します。改善前は徐々に経費回収率が下がっていますが、改善後

は特に令和 13 年度の使用料改定後に上昇傾向に転じています。将来的に経費回収率が

100％に届くことを目指して、取り組みを継続していきます。 

 

経費回収率の推移            （％） 

 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

改善前 82.5 82.3 82.1 82.0 81.8 81.6 81.4 81.3 81.1 80.9 

改善後 88.9 88.7 88.5 88.3 89.3 89.4 89.6 89.7 89.9 90.0 
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 

(３) 投資・財政計画に未反映の取り組み今後検討予定の取り組み 

① 今後の投資についての考え方・検討状況 

【施設の最適化】 

計画人口及び処理水量が特に少ない平出水地区においては、今後人口減少の進行

によって、経営を維持していくことが困難になることが想定されるため、集合処理から個

人設置型の合併処理浄化槽への移行を視野に入れた検討が必要になると考えられま

す。 

浄化槽への移行については、事務手続きのみならず、事前に調整を要する課題も多岐

にわたることが予想されます。財政上のシミュレーションを踏まえて、将来的にどの時点

から具体的な取り組みを始めるのか、早めに検討しておくことが重要です。 

 

② 今後の財源についての考え方・検討状況 

【使用料の継続的な見直し】 

現在のシミュレーションでは、将来資本費は徐々に減少していく一方、維持管理費は物

価上昇の影響で増加の一途を辿ります。維持管理費は基本的に使用料収入で賄うべき

ものですが、年度ごとの増額ペース次第では、短期かつ定期的に使用料を見直していく

ことも必要と考えられます。 

このような状況では、スピード感を持って対応していくことが重要です。1 回の使用料

改定にかかる時間や事務手間を極力抑えるために、経営指標等を用いた自動的な判断

が行えるような仕組みづくりも検討していきます。 

目標 可能な範囲での経費の抑制 

内容 

 職員給与費 

２４ページの記載の通り、令和２年度から令和６年度の平均額を展

開します。 

 動力費、薬品費、修繕費、委託料 

24ページの記載の通り、毎年度 2％の物価上昇を考慮します。 

 企業債利子 

新規の借入を行わないため、既存の企業債の償還が終了した令

和 16年度以降は発生しません。 
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VI. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 

経営戦略は 5 年に 1 回程度の見直し（ローリング）が求められており、今後も継続し

て定期的な見直しを行ってまいります。次回の見直しは令和 12年度中に実施することを

予定します。 

見直しにあたっては、ＰＤＣＡ サイクルを意識し、実効性を高めていくことが重要です。

そのため、次回の見直しまでに進捗管理（モニタリング）を毎年度実施し、目標の達成度

合いを把握していきます。 

 

 

 

 

第 7 図 PDCA サイクル 
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【別紙① 投資・財政計画（収益的収支）】 
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2
,9
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0

1
0
5
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3
1

1
0
5
,2

3
1

1
0
5
,4

3
0

２
．

7
,2

9
9

5
,6

9
5

4
,2

1
3

2
,9

3
7

2
,0

4
3

1
,4

1
7

1
,0

9
1

8
6
6

6
7
1

5
3
4

4
4
0

4
4
0

(1
)

6
,8

5
7

5
,2

5
5

3
,7

7
3

2
,4

9
7

1
,6

0
3

9
7
7

6
5
1

4
2
6

2
3
1

9
4

(2
)

4
4
2

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

(D
)

1
6
8
,4

1
0

1
3
7
,4

6
6

1
3
7
,5

2
8

1
3
5
,3

8
5

1
3
6
,2

7
3

1
3
8
,7

6
2

1
4
0
,3

3
8

1
4
2
,5

2
1

1
4
4
,8

7
7

1
4
7
,4

7
3

1
4
8
,2

6
4

1
4
9
,1

6
0

(E
)

9
,3

3
5

1
9
,6

5
3

1
8
,3

4
0

1
2
,2

9
7

8
,6

0
8

6
,5

6
7

2
8
7

(F
)

(G
)

(H
)

9
,3

3
5

1
9
,6

5
3

1
8
,3

4
0

1
2
,2

9
7

8
,6

0
8

6
,5

6
7
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7

(I
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2
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5
7

3
9
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1
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2
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,1
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1
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9
7

8
,6
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6
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7
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7

特
別
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失
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(F
)-

(G
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当
年

度
純

利
益

（
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は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

経
常

損
益

(C
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(D
)

特
別

利
益

動
力

費

修
繕

費

委
託

料

そ
の

他

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用
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期
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受

金
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そ
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入
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業

費
用
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工
事
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そ
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補
助

金

他
会
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補
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金

そ
の
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補
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金

支
払

利
息

そ
の

他

支
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和

1
4
年

度
令

和
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5
年

度
令
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6
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度
令

和
1
7
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度
令
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令
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令
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令
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令

和
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年

度
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和
1
3
年

度
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)
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1
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2
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1
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4
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9
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2

6
,3
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6

6
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2
2

6
,6
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3

6
,8

0
4

6
,9

4
9

7
,0

9
7

7
,2

4
6

7
,4

0
1

7
,5

5
8

(3
)

1
0
5
,5

8
7

1
0
5
,4

5
5

1
0
9
,7

8
6

1
0
6
,8

4
2

1
0
6
,1

7
3

9
7
,7

5
9

9
3
,6

7
6

9
2
,6

7
3

9
4
,6
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9
4
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8
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．

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

(1
)

(2
)

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0

4
4
0
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)

1
5
0
,0

3
1

1
5
0
,6

2
5

1
5
5
,6

9
7

1
5
3
,5

1
0

1
5
3
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1
1

1
4
5
,9

8
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1
4
2
,7

0
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1
4
2
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1
8

1
4
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,3
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1
4
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0

(E
)
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)
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)
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(F
)-

(G
)

当
年
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利
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1
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7
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4
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(2
)
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)
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)
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．

9
6
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9
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5
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0
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8
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4
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9
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3
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3
3
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)

4
8
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9
3

4
8
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9
1

4
3
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3
1
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8
8

2
7
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4
7
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4
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2
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2
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5
1
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0
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8
4

1
7
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6
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4
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4
8
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3

4
8
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1

4
3
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1
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1
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6
2

1
5
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3
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2
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6
4
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)

1
4
7
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2
9

1
4
7
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2

1
3
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7
9

1
2
6
,7

3
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4
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1
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4
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2
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9
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8
7
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5
3

8
4
,1

7
6
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)

8
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0
6
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0
6

8
,1

0
6
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0
6
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0
6
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6
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2
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4
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7
1
,6

2
7

4
8
,8

5
7
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3
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3
3
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5
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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0

4
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4
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0

4
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)

4
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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1
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の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

令
和

2
6
年

度
令

和
2
7
年

度
令

和
2
3
年

度
令

和
2
4
年

度
令

和
2
5
年

度
令

和
1
8
年

度
令

和
1
9
年

度
令

和
2
0
年

度
令

和
2
1
年

度
令

和
2
2
年

度
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【別紙② 投資・財政計画（資本的収支）】 

 

 

 

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

4
4
,9

7
3

5
,3

8
2

７
．

８
．

９
．

(A
)

4
4
,9

7
3

5
,3

8
2

(B
)

(C
)

4
4
,9

7
3

5
,3

8
2

１
．

1
1
,1

0
4

9
2
,9

4
6

1
3
,7

6
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

3
3
,5

8
8

1
1
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

8
,1

0
4

２
．

３
．

４
．

５
．

(D
)

1
1
,1

0
4

9
2
,9

4
6

1
3
,7

6
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

3
3
,5

8
8

1
1
,1

0
4

(E
)

1
1
,1

0
4

4
7
,9

7
3

8
,3

8
2

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

3
3
,5

8
8

1
1
,1

0
4

１
．

1
0
,0

9
5

3
9
,5

2
4

7
,1

3
1

1
0
,0

9
5

1
0
,0

9
5

1
0
,0

9
5

1
0
,0

9
5

1
0
,0

9
5

3
0
,5

3
5

1
0
,0

9
5

２
．

３
．

４
．

1
,0

0
9

8
,4

4
9

1
,2

5
1

1
,0

0
9

1
,0

0
9

1
,0

0
9

1
,0

0
9

1
,0

0
9

3
,0

5
3

1
,0

0
9

(F
)

1
1
,1

0
4

4
7
,9

7
3

8
,3

8
2

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

1
1
,1

0
4

3
3
,5

8
8

1
1
,1

0
4

(G
)

(H
)

5
2
5
,2

0
8

5
3
2
,9

1
4

5
6
7
,9

5
3

5
9
4
,3

8
5

6
1
0
,1

7
6

6
2
2
,9

2
2

6
3
3
,6

1
7

6
4
2
,1

4
5

6
2
7
,3

6
5

6
3
0
,4

7
8

○
他

会
計

繰
入

金

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

8
4
,3

3
2

8
5
,4

0
7

8
1
,3

5
2

7
6
,7

1
9

6
7
,0

9
4

6
5
,0

6
4

6
3
,9

9
8

6
3
,2

7
5

6
1
,3

9
9

5
9
,8

4
5

7
9
,8

3
1

8
0
,9

0
6

7
6
,8

5
1

7
2
,2

1
8

6
2
,5

9
3

6
0
,5

6
3

5
9
,4

9
7

5
8
,7

7
4

5
6
,8

9
8

5
5
,3

4
4

4
,5

0
1

4
,5

0
1

4
,5

0
1

4
,5

0
1

4
,5

0
1

4
,5

0
1

4
,5

0
1

4
,5

0
1

4
,5

0
1

4
,5

0
1

8
,1

4
4

9
,1

0
4

9
,3

7
8

9
,6

5
9

9
,9

4
9

1
0
,9

2
1

1
1
,2

6
9

1
1
,6

0
8

1
1
,9

5
6

1
2
,3

1
4

8
,1

4
4

9
,1

0
4

9
,3

7
8

9
,6

5
9

9
,9

4
9

1
0
,9

2
1

1
1
,2

6
9

1
1
,6

0
8

1
1
,9

5
6

1
2
,3

1
4

9
2
,4

7
6

9
4
,5

1
1

9
0
,7

3
0

8
6
,3

7
8

7
7
,0

4
3

7
5
,9

8
5

7
5
,2

6
7

7
4
,8

8
3

7
3
,3

5
5

7
2
,1

5
9

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

3
3
年

度
令

和
3
4
年

度
令

和
3
5
年

度
令

和
3
6
年

度
令

和
3
7
年

度

収
益

的
収

支
分

令
和

2
8
年

度
令

和
2
9
年

度
令

和
3
0
年

度
令

和
3
1
年

度
令

和
3
2
年

度

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

補
て

ん
財

源
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

令
和

3
2
年

度
令

和
3
3
年

度
令

和
3
4
年

度
令

和
3
5
年

度
令

和
3
6
年

度
令

和
3
7
年

度
令

和
2
8
年

度
令

和
2
9
年

度
令

和
3
0
年

度
令

和
3
1
年

度



 

－ 40 － 

【別紙③ 経営比較分析表】 

 

管
更

新
を

令
和

1
5
年

度
以

降
に

数
年

か
け

て
行

う
。

　
他

の
２

処
理

施
設

は
、

そ
れ

ぞ
れ

平
成

1
2
年

、
1
6
年

の
供

用
開

始
で

あ
る

た
め

、
更

新
時

の
見

直
し

を
含

め
た

計
画

策
定

は
令

和
2
5
年

以
降

に
な

る
と

思
わ

れ
る

。
【

電
気

・
機

械
設

備
】

　
処

理
場

及
び

ポ
ン

プ
場

の
電

気
・

機
械

設
備

に
つ

い
て

は
、

菱
刈

中
央

地
区

、
菱

刈
北

部
地

区
の

更
新

工
事

は
令

和
３

年
度

ま
で

に
完

了
し

て
い

る
が

、
平

成
1
6
年

供
用

開
始

の
平

出
水

地
区

の
電

気
・

機
械

設
備

が
既

に
耐

用
年

数
を

経
過

し
て

お
り

、
令

和
６

年
に

維
持

管
理

適
正

化
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
令

和
８

年
か

ら
維

持
管

理
適

正
化

計
画

の
も

と
に

更
新

を
行

う
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
人

口
減

に
よ

る
使

用
料

収
入

の
減

少
が

見
込

ま
れ

る
た

め
、

老
朽

化
対

策
に

つ
い

て
は

計
画

的
に

実
施

し
て

い
く

。
　

財
源

確
保

と
施

設
の

長
寿

命
化

に
関

す
る

検
討

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
　

将
来

に
わ

た
り

持
続

的
に

事
業

を
運

営
で

き
る

よ
う

、
将

中
長

期
的

な
経

営
の

基
本

方
針

で
あ

る
経

営
戦

略
を

令
和

７
年

に
策

定
し

、
収

益
性

、
健

全
性

の
向

上
に

取
り

組
む

。
業

務
の

効
率

化
等

に
よ

る
経

費
削

減
に

努
め

、
経

営
と

施
設

の
健

全
化

を
図

っ
て

い
き

た
い

。

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

-
8
4
.
2
2

1
2
.
5
1

1
0
0
.
0
0

3
,
3
0
0

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

2
,
8
3
6

2
.
8
4

9
9
8
.
5
9

【
】

令
和

6
年

度
全

国
平

均

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経

常
収

支
比

率
に

つ
い

て
は

、
収

益
の

大
部

分
を

一
般

会
計

繰
入

金
に

依
存

し
て

い
る

状
況

で
あ

り
、

か
つ

使
用

料
収

入
に

つ
い

て
は

増
加

は
見

込
め

な
い

。
令

和
８

年
か

ら
平

出
水

地
区

の
機

能
強

化
更

新
を

控
え

て
お

り
、

ダ
ウ

ン
サ

イ
ジ

ン
グ

を
念

頭
に

、
長

期
的

な
費

用
の

削
減

を
図

る
。

④
企

業
債

残
高

対
事

業
規

模
比

率
　

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
よ

り
高

い
も

の
の

、
企

業
債

残
高

の
減

に
よ

り
年

々
減

少
し

て
い

く
予

定
。

他
指

標
と

関
連

し
て

は
い

る
が

、
固

定
資

産
規

模
縮

小
に

よ
る

減
価

償
却

費
の

縮
減

を
意

識
し

た
施

設
・

設
備

の
更

新
を

行
っ

て
い

く
。

⑤
経

費
回

収
率

及
び

⑥
汚

水
処

理
原

価
に

つ
い

て
は

、
下

水
道

年
間

有
収

水
量

や
下

水
道

使
用

料
は

毎
年

微
減

し
て

い
く

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

た
め

、
汚

水
処

理
費

を
構

成
す

る
各

費
用

の
経

費
削

減
に

努
め

る
。

⑦
施

設
利

用
率

に
つ

い
て

は
、

一
日

平
均

処
理

水
量

増
加

は
見

込
め

な
い

た
め

、
処

理
能

力
の

縮
小

を
検

討
す

る
。

⑧
水

洗
化

率
に

つ
い

て
は

、
新

規
加

入
者

を
増

や
し

、
汲

取
式

や
単

独
浄

化
槽

か
ら

の
転

換
を

広
報

誌
等

で
啓

発
し

て
い

く
。

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

2
2
,
7
4
8

3
9
2
.
5
6

5
7
.
9
5

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水

道
事

業
農

業
集

落
排

水
F
1

自
治

体
職

員

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

6
年

度
決

算
）

鹿
児

島
県

　
伊

佐
市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

-
-

-
0.
00

0.
00

平
均
値

-
-

-
0.
02

0.
02

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

-
-

-
10
6.
9
1

10
5.
5
4

平
均
値

-
-

-
10
3.
0
7

10
3.
0
4

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

-
-

-
4.
65

9.
31

平
均
値

-
-

-
30
.5
0

30
.4
9

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

0.
04

0.
05

0.
06

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

-
-

-
0.

00
0.
00

平
均
値

-
-

-
0.

00
0.
05

①
経
常

収
支
比

率
(％

)

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

14
0.
0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

-
-

-
0.
00

0.
00

平
均
値

-
-

-
12
0.
6
4

10
0.
3
1

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

当
該
値

-
-

-
45
.1
5

62
.1
5

平
均
値

-
-

-
39
.8
2

41
.0
3

0.
00
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